
　　　　【基金での支援対象経費】皆伐再造林における森林整備（植栽、作業道整備、下刈り等）に係る、森林所有者の負担経費

基金
森林所有者

（森林経営計

画作成者など）

【関係者：県内業者に限る】

間 伐

皆伐・再造林

①素材生産業者

搬出ｍ３数×100円/m3
※対象数量は皆伐

（更新伐を含む）のみ

市場

②チップ業者

原木購入：購入トン（ｍ３）数× 50円/m3
※対象数量は皆伐材及び間伐材

③高次加工製材工場

購入ｍ３数×100円/m3
※対象数量は皆伐材のみ

④製紙工場
購入トン数

×100円/ ｔ
※対象数量は皆

伐材及び間伐材

⑤バイオマス発電事業者

購入トン数× 100円/ ｔ
※対象数量は皆伐及び間伐にお

ける未利用木材

Ａ材 Ｂ材 Ｃ材 Ｄ材

森林資源の循環利用推進に係る体制

自己負担軽減による皆伐・再造林の実施

皆伐再造林に係る

森林整備経費の支援

※基金積立額：青字

【助成金】

・１ｈａ当たり２１万円。

・天然更新の場合、１ｈａ当たり７万円。


